
平成 30 年 9 月 10 日 

医療法人 参天会 行動計画（第 4 回目） 

 

社員の働き方を見直し、特に女性社員の継続就業者が増えるよう、妊娠・出産復職時における支

援に取り組むため、次のように行動計画を策定する。 

 

１. 計画期間 平成 30 年 10 月 1 日～平成 3３年 9 月 30 日（３年間） 

２. 内容 

 

目標１ ： 雇用保険等法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業制度の 

周知を図る。 

 

＜対策＞ 

●平成 30 年 10 月 1 日～ 対象となる予定の職員に対し、取得するよう声かけ 

    同時に所属セクション主任へも制度説明し理解を得る 

●平成 30 年 10 月 1 日～ 制度の周知のためポスターを施設内に掲示 

 

目標２ ： 妊娠中や産休・育休復帰後の女性社員のための相談窓口を設置する。 

 

＜対策＞ 

●平成 30 年 10 月 1 日～  相談窓口の設置について検討 

●平成 30 年 11 月 1 日～  相談員の研修 

●平成 30 年 12 月 1 日～     相談窓口の設置について社員への周知 

 

目標３ ： 所定外労働時間を削減するため、ノー居残りデーを設定し、実施する 

 

＜対策＞ 

●平成 30 年 10 月 1 日～ 制度の周知のため社内新聞に掲示 

●平成 30 年 10 月 1 日～ 毎週水曜日にノー居残りデーを実施 

●平成 30 年 10 月 1 日～ 毎週火曜日に行われる朝礼にて明日がノー居残りデー

であることを伝え、時間外業務とならないよう業務を進

めるよう依頼 


